
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

特
定
自
動
運
行
に
係
る
許
可
制
度
の
創
設
に
関
す
る
規
定
の
整
備

一

特
定
自
動
運
行
の
定
義
等
に
関
す
る
規
定
の
整
備
（
第
二
条
関
係
）

道
路
に
お
い
て
、
自
動
運
行
装
置
（
当
該
自
動
運
行
装
置
を
備
え
て
い
る
自
動
車
が
整
備
不
良
車
両
に
該
当
す
る
こ
と

と
な
っ
た
と
き
又
は
当
該
自
動
運
行
装
置
の
使
用
が
当
該
自
動
運
行
装
置
に
係
る
使
用
条
件
を
満
た
さ
な
い
こ
と
と
な
っ

た
と
き
に
、
直
ち
に
自
動
的
に
安
全
な
方
法
で
当
該
自
動
車
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
を
当
該
自

動
運
行
装
置
に
係
る
使
用
条
件
で
使
用
し
て
当
該
自
動
運
行
装
置
を
備
え
て
い
る
自
動
車
を
運
行
す
る
こ
と
（
当
該
自
動

車
の
運
行
中
の
道
路
、
交
通
及
び
当
該
自
動
車
の
状
況
に
応
じ
て
当
該
自
動
車
の
装
置
を
操
作
す
る
者
が
い
る
場
合
の
も

の
を
除
く
。
）
を
「
特
定
自
動
運
行
」
と
定
義
し
、
「
運
転
」
の
定
義
か
ら
除
く
こ
と
と
す
る
な
ど
、
特
定
自
動
運
行
の

定
義
等
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
。

二

特
定
自
動
運
行
の
許
可
に
関
す
る
規
定
の
整
備
（
第
七
十
五
条
の
十
二
か
ら
第
七
十
五
の
十
七
ま
で
関
係
）

（
一
）
特
定
自
動
運
行
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
特
定
自
動
運
行
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
特
定
自
動
運
行
計
画
」
と
い
う
。



）
等
を
記
載
し
た
申
請
書
を
特
定
自
動
運
行
を
行
お
う
と
す
る
場
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公

安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
て
、
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
、
公
安
委
員
会
は
、
許
可
を
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
特
定
自
動
運
行
計
画
が
一
定
の
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
て
、
こ
れ
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
二
）
公
安
委
員
会
は
、
（
一
）
の
許
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
等
及
び
特
定
自
動
運
行
の
経
路
を
そ

の
区
域
に
含
む
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
の
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
三
）
公
安
委
員
会
は
、
（
一
）
の
許
可
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
許
可
に
道
路
に

お
け
る
危
険
を
防
止
し
、
そ
の
他
交
通
の
安
全
と
円
滑
を
図
る
た
め
必
要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
等
が
で
き
る
こ
と
と

す
る
。

（
四
）
（
一
）
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
特
定
自
動
運
行
実
施
者
」
と
い
う
。
）
は
、
特
定
自
動
運
行
計
画
を
変
更
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
公
安
委
員
会
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
一
定
の
軽
微
な
変

更
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
五
）
そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
。



三

特
定
自
動
運
行
実
施
者
等
の
遵
守
事
項
等
に
関
す
る
規
定
の
整
備
（
第
七
十
五
条
の
十
八
か
ら
第
七
十
五
条
の
二
十
四

ま
で
関
係
）

（
一
）
特
定
自
動
運
行
は
、
二
の
（
一
）
の
許
可
を
受
け
た
特
定
自
動
運
行
計
画
及
び
二
の
（
三
）
に
よ
り
付
さ
れ
た
条
件

に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
二
）
特
定
自
動
運
行
実
施
者
は
、
（
三
）
に
よ
り
指
定
し
た
特
定
自
動
運
行
主
任
者
そ
の
他
の
特
定
自
動
運
行
の
た
め
に

使
用
す
る
者
に
対
し
、
（
四
）
の
措
置
等
を
円
滑
か
つ
確
実
に
実
施
さ
せ
る
た
め
、
教
育
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
と
す
る
。

（
三
）
特
定
自
動
運
行
実
施
者
は
、
特
定
自
動
運
行
を
行
う
と
き
は
、
（
四
）
の
措
置
等
を
講
じ
さ
せ
る
た
め
、
一
定
の
要

件
を
備
え
る
者
の
う
ち
か
ら
特
定
自
動
運
行
主
任
者
を
指
定
し
、
特
定
自
動
運
行
を
管
理
す
る
場
所
に
配
置
す
る
な
ど

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
等
と
し
、
特
定
自
動
運
行
主
任
者
は
、
道
路
に
お
い
て
特
定
自
動
運
行
が
終
了
し
た
と
き

は
、
直
ち
に
、
（
四
）
の
措
置
等
を
講
ず
べ
き
事
由
の
有
無
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
四
）
特
定
自
動
運
行
主
任
者
は
、
特
定
自
動
運
行
が
終
了
し
た
場
合
に
お
い
て
当
該
特
定
自
動
運
行
用
自
動
車
又
は
当
該

特
定
自
動
運
行
主
任
者
に
対
し
警
察
官
の
現
場
に
お
け
る
指
示
等
が
行
わ
れ
て
い
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
当
該
特
定
自



動
運
行
用
自
動
車
を
当
該
指
示
等
に
従
っ
て
通
行
さ
せ
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る

な
ど
、
道
路
に
お
い
て
特
定
自
動
運
行
が
終
了
し
た
場
合
の
措
置
等
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
。

（
五
）
そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
。

四

特
定
自
動
運
行
実
施
者
に
対
す
る
行
政
処
分
等
に
関
す
る
規
定
の
整
備
（
第
七
十
五
条
の
二
十
五
か
ら
第
七
十
五
条
の

二
十
九
ま
で
関
係
）

（
一
）
公
安
委
員
会
に
よ
る
特
定
自
動
運
行
実
施
者
に
対
す
る
指
示
並
び
に
特
定
自
動
運
行
の
許
可
の
取
消
し
及
び
そ
の
効

力
の
停
止
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。

（
二
）
警
察
署
長
に
よ
る
特
定
自
動
運
行
の
許
可
の
効
力
の
仮
停
止
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。

（
三
）
そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
。

第
二

特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
及
び
遠
隔
操
作
型
小
型
車
の
交
通
方
法
等
に
関
す
る
規
定
の
整
備

一

特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
の
交
通
方
法
等
に
関
す
る
規
定
の
整
備
（
第
二
条
、
第
十
七
条
、
第
十
七
条
の
二
、
第
十

七
条
の
三
、
第
十
八
条
、
第
二
十
五
条
、
第
三
十
条
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
八
条
、
第
六
十
四
条
、
第

六
十
四
条
の
二
、
第
六
十
七
条
、
第
七
十
一
条
の
四
、
第
百
八
条
の
二
、
第
百
八
条
の
三
の
五
、
第
百
八
条
の
三
の
六
、



第
百
八
条
の
二
十
六
、
第
百
八
条
の
二
十
九
、
第
百
八
条
の
三
十
二
の
四
、
第
百
十
条
の
二
及
び
第
百
二
十
五
条
関
係
）

（
一
）
原
動
機
付
自
転
車
の
う
ち
、
車
体
の
大
き
さ
及
び
構
造
が
自
転
車
道
に
お
け
る
他
の
車
両
の
通
行
を
妨
げ
る
お
そ
れ

の
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
運
転
に
関
し
高
い
技
能
を
要
し
な
い
も
の
で
あ
る
車
と
し
て
一
定
の
基
準
に
該
当

す
る
も
の
を
「
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
」
と
定
義
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
二
）
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
は
、
自
転
車
道
を
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

（
三
）
特
例
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
（
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
の
う
ち
、
歩
道
又
は
路
側
帯
（
以
下
「
歩
道
等
」

と
い
う
。
）
を
通
行
す
る
間
当
該
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
が
歩
道
等
を
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
一
定
の
方
法
に
よ
り
表
示
し
て
い
る
こ
と
、
車
体
の
構
造
が
歩
道
等
に
お
け
る
歩
行
者
の
通
行
を
妨
げ
る
お
そ
れ

の
な
い
も
の
と
し
て
一
定
の
基
準
に
該
当
す
る
こ
と
等
の
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
、
他
の
車
両
を
牽
引
し
て

け

ん

い
な
い
も
の
を
い
う
。
）
は
、
道
路
標
識
等
に
よ
り
特
例
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
が
歩
道
を
通
行
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
等
に
は
、
歩
道
等
と
車
道
の
区
別
の
あ
る
道
路
に
お
い
て
も
、
歩
道
等
を
通
行
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

（
四
）
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
は
、
道
路
の
左
側
端
に
寄
っ
て
当
該
道
路
を
通
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る



ほ
か
、
右
折
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
前
か
ら
で
き
る
限
り
道
路
の
左
側
端
に
寄
り
、
か
つ
、
交
差
点
の
側
端

に
沿
っ
て
徐
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
五
）
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
は
、
運
転
免
許
を
受
け
な
い
で
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

（
六
）
十
六
歳
未
満
の
者
は
、
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
を
運
転
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
何
人
も
、
特
定

小
型
原
動
機
付
自
転
車
を
運
転
す
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
十
六
歳
未
満
の
者
に
対
し
、
特
定
小
型
原
動
機
付
自

転
車
を
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
七
）
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
の
運
転
者
は
、
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
か
ぶ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

す
る
。

（
八
）
公
安
委
員
会
は
、
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
の
運
転
に
関
し
政
令
で
定
め
る
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
危
険
行

為
を
反
復
し
て
し
た
者
が
、
更
に
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
を
運
転
す
る
こ
と
が
道
路
に
お
け
る
交
通
の
危
険
を
生

じ
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
三
月
を
越
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
、
公
安

委
員
会
が
行
う
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
の
運
転
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
講
習
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。



（
九
）
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
を
販
売
し
、
又
は
貸
し
渡
す
こ
と
を
業
と
す
る
者
は
、
当
該
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転

車
の
購
入
者
又
は
利
用
者
に
対
し
、
交
通
安
全
教
育
指
針
に
従
っ
て
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
の
安
全
な
運
転
を
確

保
す
る
た
め
に
必
要
な
交
通
安
全
教
育
を
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
十
）
そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
。

二

遠
隔
操
作
型
小
型
車
の
交
通
方
法
等
に
関
す
る
規
定
の
整
備
（
第
二
条
、
第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
十
条
、
第
十

二
条
か
ら
第
十
三
条
の
二
ま
で
及
び
第
十
四
条
の
二
か
ら
第
十
五
条
の
六
ま
で
関
係
）

（
一
）
人
又
は
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
た
め
の
原
動
機
を
用
い
る
小
型
の
車
で
あ
っ
て
遠
隔
操
作
（
車
か
ら
離
れ
た
場
所

か
ら
当
該
車
に
電
気
通
信
技
術
を
用
い
て
指
令
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
当
該
車
の
操
作
を
す
る
こ
と
（
当
該
操
作
を
す

る
車
に
備
え
ら
れ
た
衝
突
を
防
止
す
る
た
め
に
自
動
的
に
当
該
車
の
通
行
を
制
御
す
る
装
置
を
使
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
を
い
う
。
）
に
よ
り
通
行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
う
ち
、
車
体
の
大
き
さ
及
び
構
造
が
歩
行
者
の
通
行
を
妨

げ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
と
し
て
一
定
の
基
準
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
一
定
の
基
準
に
適
合
す
る
非
常
停

止
装
置
を
備
え
て
い
る
も
の
を
「
遠
隔
操
作
型
小
型
車
」
と
定
義
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
二
）
遠
隔
操
作
型
小
型
車
は
、
歩
道
又
は
歩
行
者
等
の
通
行
に
十
分
な
幅
員
を
有
す
る
路
側
帯
と
車
道
の
区
別
の
あ
る
道



路
に
お
い
て
は
当
該
歩
道
又
は
路
側
帯
を
通
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
遠
隔
操
作
型
小
型
車
の
遠

隔
操
作
を
行
う
者
は
、
当
該
遠
隔
操
作
型
小
型
車
に
つ
い
て
遠
隔
操
作
の
た
め
の
装
置
を
確
実
に
操
作
し
、
か
つ
、
道

路
、
交
通
及
び
当
該
遠
隔
操
作
型
小
型
車
の
状
況
に
応
じ
、
他
人
に
危
害
を
加
え
な
い
よ
う
な
速
度
と
方
法
で
通
行
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
な
ど
、
遠
隔
操
作
型
小
型
車
の
通
行
方
法
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
。

（
三
）
警
察
官
又
は
交
通
巡
視
員
は
、
遠
隔
操
作
に
よ
り
道
路
を
通
行
し
て
い
る
遠
隔
操
作
型
小
型
車
が
著
し
く
道
路
に
お

け
る
交
通
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
、
又
は
交
通
の
妨
害
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
か
つ
、
急
を
要
す
る
と
認
め
る
と
き
は

、
道
路
に
お
け
る
交
通
の
危
険
を
防
止
し
、
又
は
交
通
の
妨
害
を
排
除
す
る
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
遠
隔

操
作
型
小
型
車
を
停
止
さ
せ
、
又
は
移
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

（
四
）
遠
隔
操
作
型
小
型
車
（
遠
隔
操
作
に
よ
り
道
路
に
お
い
て
通
行
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
使
用
者
は
、
当
該
遠
隔

操
作
型
小
型
車
を
遠
隔
操
作
に
よ
り
通
行
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
所
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
に
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
し
、
当
該
届
出
を
し
た
遠
隔
操
作
型
小
型
車
の
使
用
者
は
、
届
出
番
号
等
（
当
該
届
出
を
し
た
者
を
識

別
す
る
た
め
の
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
を
い
う
。
）
を
遠
隔
操
作
型
小
型
車
の
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。



（
五
）
公
安
委
員
会
に
よ
る
遠
隔
操
作
型
小
型
車
の
使
用
者
に
対
す
る
指
示
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。

（
六
）
そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
。

第
三

特
定
免
許
情
報
の
個
人
番
号
カ
ー
ド
へ
の
記
録
に
関
す
る
規
定
の
整
備

一

特
定
免
許
情
報
の
個
人
番
号
カ
ー
ド
へ
の
記
録
等
に
関
す
る
規
定
の
整
備
（
第
九
十
五
条
の
二
関
係
）

（
一
）
運
転
免
許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く
。
以
下
一
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
現
に
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
、
当
該
運
転
免
許

に
つ
い
て
運
転
免
許
証
の
み
を
有
す
る
も
の
等
は
、
い
つ
で
も
、
そ
の
者
の
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
区
分
部
分
に
特
定
免

許
情
報
（
当
該
者
の
運
転
免
許
に
係
る
一
定
の
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
記
録
す
る
こ
と
を
申
請
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
す
る
。

（
二
）
（
一
）
に
よ
る
申
請
を
受
け
た
公
安
委
員
会
は
、
運
転
免
許
の
効
力
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
等
を
除
き
、
特
定
免

許
情
報
を
そ
の
者
の
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
区
分
部
分
に
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
三
）
運
転
免
許
証
（
仮
運
転
免
許
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
一
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ

ー
ド
（
そ
の
者
に
係
る
特
定
免
許
情
報
が
記
録
さ
れ
た
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
者
は
、

い
つ
で
も
、
運
転
免
許
証
を
返
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。



（
四
）
運
転
免
許
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
際
に
（
一
）
に
よ
る
申
請
を
す
る
者
は
、
当
該
申
請
に
併
せ
て
運
転
免
許

証
の
交
付
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
が
特
定
免

許
情
報
の
記
録
を
受
け
た
こ
と
を
も
っ
て
、
当
該
運
転
免
許
証
が
交
付
さ
れ
、
（
三
）
に
よ
り
返
納
さ
れ
た
も
の
と
み

な
す
こ
と
と
す
る
。

（
五
）
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
は
、
運
転
免
許
証
の
携
帯
及
び
提
示
義
務
に
係
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
運

転
免
許
証
と
み
な
す
こ
と
と
す
る
。

（
六
）
運
転
免
許
証
及
び
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
有
す
る
者
は
、
い
つ
で
も
、
免
許
情
報
記
録
（
個
人
番
号
カ

ー
ド
に
記
録
さ
れ
た
特
定
免
許
情
報
に
係
る
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
抹
消
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

す
る
。

（
七
）
運
転
免
許
を
現
に
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
当
該
運
転
免
許
に
つ
い
て
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
み
を
有
す

る
も
の
は
、
い
つ
で
も
、
当
該
運
転
免
許
に
係
る
運
転
免
許
証
の
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

（
八
）
そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
。

二

免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
関
す
る
規
定
等
の
整
備
（
第
九
十
五
条
の
三
か
ら
第
九
十
五
条
の
六
ま
で
、
第
百



三
条
の
二
及
び
第
百
六
条
の
四
か
ら
第
百
七
条
ま
で
関
係
）

（
一
）
現
に
受
け
て
い
る
運
転
免
許
と
異
な
る
種
類
の
運
転
免
許
を
与
え
る
場
合
、
運
転
免
許
に
条
件
を
付
し
、
又
は
運
転

免
許
に
付
さ
れ
て
い
る
条
件
を
変
更
し
た
場
合
、
運
転
免
許
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
等
に
お
け
る
免
許
情
報
記
録
個
人

番
号
カ
ー
ド
に
つ
い
て
の
手
続
を
整
備
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
二
）
運
転
免
許
を
現
に
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
み
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
本
籍

等
に
変
更
を
生
じ
た
場
合
の
届
出
義
務
に
関
す
る
規
定
及
び
当
該
届
出
義
務
の
免
除
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
こ
と

と
す
る
。

（
三
）
免
許
情
報
記
録
の
有
効
期
間
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
四
）
そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
。

三

免
許
情
報
記
録
の
有
効
期
間
の
更
新
に
係
る
規
定
等
の
整
備
（
第
百
一
条
か
ら
第
百
一
条
の
四
の
二
ま
で
及
び
第
百
五

条
関
係
）

（
一
）
免
許
情
報
記
録
の
有
効
期
間
の
更
新
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
二
）
免
許
情
報
記
録
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
更
新
申
請
書
の
提
出
を
経
由
地
公
安
委
員
会
（
そ



の
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
以
外
の
公
安
委
員
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
経
由
し
て
行
う
と
き
は
、

免
許
情
報
記
録
の
書
換
え
を
当
該
経
由
地
公
安
委
員
会
に
お
い
て
受
け
た
い
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す

る
。

（
三
）
住
所
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
は
、
免
許
情
報
記
録
等
の
有
効
期
間
の
更
新
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
更
新

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
（
二
）
に
よ
る
申
出
を
し
て
い
た
と
き
は
、
一
定
の
場
合
を
除
き
、
当
該
申
出
に
係
る
経
由

地
公
安
委
員
会
に
当
該
免
許
情
報
記
録
の
有
効
期
間
の
更
新
を
す
べ
き
旨
を
通
知
し
て
、
当
該
経
由
地
公
安
委
員
会
に

免
許
情
報
記
録
の
書
換
え
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
四
）
（
二
）
に
よ
る
経
由
地
公
安
委
員
会
を
経
由
し
て
行
う
更
新
申
請
書
の
提
出
は
、
（
二
）
に
よ
る
申
出
を
行
う
場
合

に
は
、
免
許
情
報
記
録
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
日
の
直
前
の
そ
の
者
の
誕
生
日
の
翌
日
以
後
も
行
う
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
す
る
。

（
五
）
更
新
申
請
書
の
提
出
を
経
由
地
公
安
委
員
会
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
対
象
に
、
一
般
運
転
者
に
該
当
す
る

者
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

（
六
）
運
転
免
許
は
、
運
転
免
許
を
受
け
た
者
が
、
運
転
免
許
証
又
は
免
許
情
報
記
録
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
な
か
っ



た
と
き
（
運
転
免
許
証
及
び
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
運
転
免
許
証
の
有
効
期
間

の
更
新
及
び
免
許
情
報
記
録
の
有
効
期
間
の
更
新
の
い
ず
れ
を
も
受
け
な
か
っ
た
と
き
）
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
こ
と

と
す
る
。

（
七
）
そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
。

四

運
転
免
許
証
等
の
保
管
に
関
す
る
規
定
の
廃
止
等
（
第
百
四
条
の
三
、
第
百
七
条
の
五
、
第
百
九
条
及
び
第
百
二
十
三

条
の
二
関
係
）

（
一
）
運
転
免
許
証
又
は
国
際
運
転
免
許
証
若
し
く
は
外
国
運
転
免
許
証
の
保
管
に
関
す
る
規
定
を
廃
止
す
る
。

（
二
）
（
一
）
の
運
転
免
許
証
又
は
国
際
運
転
免
許
証
若
し
く
は
外
国
運
転
免
許
証
の
保
管
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
者
に
対

す
る
出
頭
命
令
に
つ
い
て
、
こ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
者
に
対
す
る
過
料
の
規
定
を
創
設
す
る
。

五

運
転
経
歴
の
記
録
に
関
す
る
規
定
の
整
備
（
第
百
五
条
の
二
関
係
）

申
請
に
よ
る
運
転
免
許
の
取
消
し
を
受
け
た
者
及
び
運
転
免
許
が
失
効
し
た
者
は
、
そ
の
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
公

安
委
員
会
に
対
し
、
運
転
に
関
す
る
経
歴
に
つ
い
て
の
情
報
を
そ
の
者
の
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
区
分
部
分
に
記
録
す
る
こ

と
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
当
該
申
請
を
受
け
た
公
安
委
員
会
は
、
運
転
経
歴
情
報
を
そ
の
者
の
個
人
番



号
カ
ー
ド
の
区
分
部
分
に
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
四

そ
の
他

一

通
行
さ
せ
て
い
る
者
を
歩
行
者
と
す
る
車
に
関
す
る
規
定
の
整
備
（
第
二
条
及
び
第
十
四
条
の
四
関
係
）

（
一
）
人
の
移
動
の
用
に
供
す
る
た
め
の
原
動
機
を
用
い
る
小
型
の
車
で
あ
っ
て
、
車
体
の
大
き
さ
及
び
構
造
が
他
の
歩
行

者
の
通
行
を
妨
げ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
と
し
て
一
定
の
基
準
に
該
当
す
る
も
の
を
「
移
動
用
小
型
車
」
と
定
義
し
、

移
動
用
小
型
車
を
通
行
さ
せ
て
い
る
者
は
歩
行
者
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
二
）
移
動
用
小
型
車
を
道
路
に
お
い
て
通
行
さ
せ
る
者
は
、
当
該
移
動
用
小
型
車
の
見
や
す
い
箇
所
に
一
定
の
標
識
を
付

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
三
）
そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
。

二

停
車
及
び
駐
車
を
禁
止
す
る
場
所
の
規
制
か
ら
除
外
す
る
対
象
の
拡
大
に
関
す
る
規
定
の
整
備
（
第
四
十
四
条
関
係
）

停
車
及
び
駐
車
を
禁
止
す
る
場
所
の
規
制
か
ら
除
外
す
る
対
象
を
、
旅
客
の
運
送
の
用
に
供
す
る
自
動
車
（
乗
合
自
動

車
を
除
く
。
）
が
、
乗
客
の
乗
降
の
た
め
の
停
車
又
は
運
行
時
間
を
調
整
す
る
た
め
の
駐
車
で
あ
っ
て
、
地
域
住
民
の
生

活
に
必
要
な
旅
客
輸
送
を
確
保
す
る
た
め
に
有
用
で
あ
り
、
か
つ
、
道
路
又
は
交
通
の
状
況
に
よ
り
支
障
が
な
い
こ
と
に



つ
い
て
、
関
係
者
が
合
意
し
、
そ
の
旨
を
公
安
委
員
会
が
公
示
し
た
も
の
に
改
め
、
無
償
で
行
う
旅
客
の
運
送
の
用
に
供

す
る
自
動
車
等
に
つ
い
て
も
停
車
及
び
駐
車
を
禁
止
す
る
場
所
の
規
制
か
ら
除
外
さ
れ
る
対
象
と
な
り
得
る
こ
と
と
す
る
。

三

自
転
車
に
乗
車
す
る
者
に
対
す
る
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
着
用
に
係
る
努
力
義
務
（
第
六
十
三
条
の
十
一
関
係
）

自
転
車
の
運
転
者
は
、
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
か
ぶ
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
他
人
を
当
該
自
転
車
に
乗
車
さ
せ
る

と
き
は
、
当
該
他
人
に
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
か
ぶ
ら
せ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

四

安
全
運
転
管
理
者
に
関
す
る
規
定
の
整
備
（
第
七
十
四
条
の
三
、
第
百
十
九
条
の
二
、
第
百
二
十
条
及
び
第
百
二
十
三

条
関
係
）

（
一
）
安
全
運
転
管
理
者
の
選
任
義
務
の
対
象
と
な
る
自
動
車
の
使
用
者
か
ら
、
道
路
運
送
法
第
七
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

登
録
を
受
け
た
者
を
除
く
こ
と
と
す
る
。

（
二
）
自
動
車
の
使
用
者
は
、
安
全
運
転
管
理
者
に
対
し
そ
の
業
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
権
限
を
与
え
る
こ
と
に
加
え
て

、
そ
の
業
務
に
必
要
な
機
材
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
三
）
公
安
委
員
会
は
、
自
動
車
の
使
用
者
が
（
二
）
の
規
定
を
遵
守
し
て
い
な
い
た
め
自
動
車
の
安
全
な
運
転
が
確
保
さ

れ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
自
動
車
の
使
用
者
に
対
し
、
そ
の
是
正
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ



と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

（
四
）
安
全
運
転
管
理
者
の
選
任
義
務
違
反
等
に
対
す
る
罰
則
を
引
き
上
げ
る
。

第
五

施
行
期
日
等

一

施
行
期
日

（
一
）
（
二
）
、
（
三
）
及
び
（
四
）
を
除
き
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お

い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
二
）
第
四
の
二
及
び
四
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
三
）
第
二
の
一
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
四
）
第
三
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

る
こ
と
と
す
る
。

二

所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
。


